
 

五十公野公園陸上競技場芝生養生管理業務委託 仕様書 
 

 

 

１  委託場所 

（１）名 称  五十公野公園陸上競技場 

（２）所在地  新発田市五十公野地内 

 

２  芝生の種類・面積 

（１）芝生の種類 

・インフィールド、ナセリー 

耐寒性３種混合西洋芝（トールフェスク・ペレニアルライグラス・ケンタッキーライグラス） 

・芝生スタンド 

高麗芝 

（２）面 積 等 

・インフィールド  ７，５２６㎡ 

・ナセリー       ５００㎡ 

・芝生スタンド   ３，２５４㎡ 

 

３  委託期間 

契約日から令和９年３月３１日まで 

 

４  業務内容 

別紙「仕様明細書」のとおり。 

 

５  一連の管理業務実施日 

それぞれの業務内容に係る一連の業務日数は、施設の一般使用に支障のないよう発注者と協議しなければ 

ならない。 

 

６  整備用機械、器具及び薬剤等 

業務に必要な機械、器具及び薬剤等は、全て受注者の負担とする。 

 

７  刈葉処理 

芝刈により発生する刈葉にあっては、原則受注者の責任により処理することとする。 

ただし、五十公野公園内に設置する生ゴミ処理機により処理する場合、処理能力に限りがあるため、生ゴミ処 

理装置設置業者と打合せの上、処理計画を立てること。 

 

８ 業務実施計画書 

  受注者は、事前に次の内容を記載した業務計画書（受注者の任意様式）を発注者に提出し承認を得ること

とする。 

 （１）業務の実施順序 

 （２）現場責任者の住所及び氏名 

 

９ その他 

 （１）天候等不可避の理由により業務日程等に変更が必要となる場合は、事前に発注者に報告し承

認を得ることとする。 

（２）異常気象、その他突発的な災害等の不測事態発生により芝生に異常が生じた場合、双方協議

の上、速やかに対処することとする。 

  （３）不測事態発生以外において、芝生養生管理が原因で損害を与えたとき場合は、その損害に相当す
る金額を損害賠償金として発注者に支払うこととする。 

（４）この仕様書に記載されていない事項について、これに付帯し又は必要と認めた軽微な業務は、



契約金額の範囲内で行うこととし、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、決定する

こととする。 

       

 
１０ 請求書提出先  新発田市役所本庁舎６階 スポーツ推進課 ＴＥＬ ０２５４－２８－９６６０ 

 

 

 
※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。 

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。 
 


